
低炭素建築物新築等計画の認定手数料について 

 

１．条例制定の趣旨 

  「都市の低炭素化の促進に関する法律」（以下「法」という。）が平成 24 年 9

月 4 日に公布され、12 月 4 日に施行されました。本法律は都市の低炭素化の

促進を図り、もって都市の健全な発展に寄与することを目的としており、その施

策のひとつとして「低炭素建築物新築等計画」を認定する制度が創設されまし

た。  

対象建築物は、市街化区域内において新築、増築、改築、修繕若しくは模

様替え若しくは建築物への空気調和設備等の設置若しくは改修をしようとする

もので、認定を受けるためには、省エネルギー法に基づく省エネルギー基準を

超える性能を有し、かつ、低炭素化に資する措置を講じた低炭素建築物新築

等計画を作成し、北広島市（所管行政庁）に申請する必要があります。   

この計画の認定に当たって、認定申請をする方から、これに要する費用を手

数料として徴収することが適当と考え、「認定に係る手数料の条例」を定めるこ

とを予定しています。  

なお、認定を受けた建築物については、所得税住宅借入金特別控除優遇

(平成 25 年中までに新築の認定住宅を購入、入居した場合）や容積率緩和措

置の対象となります。  

 

２．認定事務の流れ 

①技術
審査 ②適合証
依頼

　※　登録住宅性能評価機関・指定確認検査機関など

③認定申請（適合証添付）

④認定

●北広島市（所管行政庁）

認定申請の受付、認定審査、

認定の通知　等

（確認申請との同時申請可）

●審査機関※

認定低炭素建築物

技術審査

●申請者

認定申請書、添付書類の

提出

 
 

上記の流れと別に審査機関を通さず、直接、北広島市に申請する方法もあります。 



３．「低炭素建築物新築等計画」申請に伴う手数料条例（案）手数料表 

 

認 

定 

申 

請 

手 

数 

料 

種  別 区   分 事前審査を受けた場合 

（適合証有） 

事前審査を受けていない場合 

（適合証なし） 

戸建住宅 １戸 5,300 39,000 

住  戸 ２戸以上５戸以内 10,000 77,000 

６戸以上１０戸以内 17,000 107,000 

１１戸以上 29,000 150,000 

共同住宅の

共用部分 

   

０～１００㎡以内 10,000 120,000 

非住宅 

０～３００㎡以内 10,000 265,000 

３００㎡～ 29,000 421,000 

 

 

変
更
認
定
申
請
手
数
料 

  事前審査を受けた場合 

（適合証有） 

事前審査を受けていない場合 

（適合証なし） 

戸建住宅 １戸 5,300 22,000 

住  戸 ２戸以上５戸以内 10,000 43,000 

６戸以上１０戸以内 17,000 62,000 

１１戸以上 29,000 90,000 

共同住宅の

共用部分 

   

０～１００㎡以内 10,000 65,000 

非住宅 

０～３００㎡以内 10,000 137,000 

３００㎡～ 29,000 224,000 

 


